
JP 2001-511375 A5 2008.7.17

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成20年7月17日(2008.7.17)

【公表番号】特表2001-511375(P2001-511375A)
【公表日】平成13年8月14日(2001.8.14)
【出願番号】特願2000-504756(P2000-504756)
【国際特許分類】
   Ａ４３Ｂ   7/22     (2006.01)
   Ａ４３Ｂ  17/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ４３Ｂ   7/22    　　　　
   Ａ４３Ｂ  17/02    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成20年5月29日(2008.5.29)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】特許請求の範囲
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
　　　【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スポーツシューズおよび／またはレジャーシューズにおける足を支持するための装置で
あって、
　足の第１中足骨頭部（７）の末端部の支えとして使用されるべき領域に配置されたサス
ペンション部材（３）と、
　足裏のかかとの前部領域に配置された横断サスペンション部材（４）と、を備えること
を特徴とする装置。
【請求項２】
　第１中足骨頭部（７）を支持するのに用いられる前記サスペンション部材（３）は、第
１中足骨頭部が軟骨関節で覆われた趾骨の第１基節骨底をより正確に支持するのに使用さ
れる領域に配置されることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　足裏のかかとの前部領域に配置された前記サスペンション部材（４）は、かかとの内側
縁部に沿う延長部（５）を有することを特徴とする請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記サスペンション部材（３，４，５）は３～６ｍｍのオーダーの厚さを有することを
特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記サスペンション部材（３，４，５）は可撓性の弾性記憶材料から作られることを特
徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記サスペンション部材（３，４，５）は、２０～５０のショア硬さおよび７０ｋｇ／
ｍ３より高い密度を有するＥＶＡ（エチレン・ビニル・アセタート）よりなることを特徴
とする請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記サスペンション部材（３，４，５）は、６０～１４０のショア硬さおよび１００ｋ
ｇ／ｍ３より高い密度を有するポリエチレンからなることを特徴とする請求項５に記載の
装置。
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【請求項８】
　前記サスペンション部材（３，４，５）はそれぞれ靴の中敷き（２）の下面に配置され
ることを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記サスペンション部材は、それぞれ靴底、靴底の上面、あるいは地面と接触するソー
ルの外面に配置されることを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記サスペンション部材（４）には、つま先を屈曲させたときに生じる長さ方向の収縮
を吸収するため、長軸方向にグルーブが設けられていることを特徴とする請求項１から９
のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の装置を得るための方法であって、
　使用者の足あるいは使用者の足に相当する形にあわせて装置を成形する段階を備えるこ
とを特徴とする方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
　【００１４】 
【課題を解決するための手段】
　そのため、ここで述べる装置には、足の第１中足頭部の末端部を支えるのに使用される
べき領域に配置されたサスペンション部材と、足裏のかかとの前部領域に配置された横断
サスペンション部材と、の組み合わせが設けられている。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１５】
　有利には、第１中足骨頭部を支持するのに用いられるサスペンション部材は、第１中足
骨頭部が軟骨関節で覆われた趾骨の第１基節骨底をより正確に支持するのに使用される領
域に配置される。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
　サスペンション部材は、足の運動制動領域を形成する外側の中足骨範囲には影響を及ぼ
さず、推進力のみを与えかつ活発な足裏屈曲のみを示すものである第１中足骨範囲にのみ
影響を及ぼすものであることに留意しなければならない。足裏のかかとの前部領域に位置
するサスペンション部材は、第１中足骨頭部の末端部の支持領域に配置されたサスペンシ
ョン部材との組み合わせによって、“ウィンドラス機構”として挙げられた、親指の背側
湾曲による足裏の腱膜の引っ張りを可能にする。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【００２８】
　図１、図２、および図４に示す本発明によれば、このソールは、足の第１中足骨頭部７
の末端部の支えとして使用されることが意図された領域にサスペンション部材３を有して
いる。このサスペンション部材３は、趾骨の第１基節骨底、すなわち第１中足骨頭部の関
節を支持するのにより正確に使用されている。このサスペンション部材は、可撓性の弾性
記憶材料から作られ、圧力がかけられた後でも元の形に急速に戻ろうとする。サスペンシ
ョン部材の厚さは、３～６mmのオーダーである。可撓性を有するサスペンション部材によ
り、そのようなソールを備えた靴の履きこごちは悪くならないのである。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３０】
　図１から図３に示したソールは、ゴルフ用シューズに用いるのに特に適したものであり
、足の中心軸線下にある足裏のかかとの前部横断サスペンション部材４をさらに備えてい
る。この足裏のかかとの前部横断サスペンション部材４には、かかとの内側にかけて後方
延長部５が設けられている。サスペンション部材３と組み合わされたこれらサスペンショ
ン部材４，５は、体位バランスおよびヒップの移動を助長するとともに、足の親指を背側
湾曲させて足裏の腱膜を引っ張ることによって、捻られやすい外転から捻られにくい内転
に変わる荷重移動を導いている。
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